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広島県教育委員会 教育支援推進課 

授業料無償化
授業料以外の
教育費の支援

生徒用コンピュータの
購入費等の支援

学資金の一部
貸付け

働きながら定時制・通信制で
学ぶ生徒への支援

就学支援金 奨学給付金

学びの変革環境充実奨学金 高等学校等奨学金

修学奨励金・教科書給与

給付 給付

給付 貸与

給付貸与

令和８年度 高校生等対象（教育委員会所管）

４ ５ に関すること 082-513-4996（企画調整係）

１ ２ ３ に関すること 082-222-3015（就学支援係）

教育費の負担軽減制度



（授業料無償化）
１

毎月の授業料や年間の受講料を支援する制度です。

手 続 新入生・在校生とも申請が必要です。【令和８年４月】

対象者

支給額

〈次の要件に該当する者〉

広島県内の公立高校等に在学する生徒

ただし、次の方は対象となりません。

①高校等を既に卒業したことのある生徒や３年（定時制課程・通信制課程は ４年）を超えて在籍している生徒

       （以前に高校等に在籍した期間がある場合は、その期間も含める。）

②科目履修生、聴講生

こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきん

申請手続は

どのように行うのですか？

給付

4月電子申請

もし申請しなかった場合は、

どうなりますか？

高等学校等就学支援金の申請がない場合、

授業料を負担していただく必要があります。

公立高校全日制の場合は、月額9,900円、

年額11万8,800円です。

広島県教育委員会

高等学校等就学支援金

授業料（例：全日制で月額 9,900円・年額118,800円）等に相当する額が、国から

県・市へ支給され、対象者の授業料等に充当されます。

これにより、生徒・保護者等の授業料等の負担が、実質０円となります。

「所得制限がなくなった」のに、なぜ申請が必要なのですか。

高校授業料を支援する制度である「高等学校等就学支援金」は、令和８年度の法改正により、所得

制限が撤廃されました。一方で、新たに国籍要件が設けられ、日本国内に住所を有する者のうち、

次の①～⑦のいずれかに該当する者が対象とされました。

① 日本国籍を有する者 ② 特別永住者 ③ 永住者 ④ 日本人の配偶者等 ⑤ 永住者の配偶者等、

⑥ 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

⑦ 家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する

意思があると認められた者

申請に当たって、添付書類は

必要ですか？

日本国籍の方は、添付書類は不要です。

外国籍の方は、在留資格等を証明する書類

が必要となります。その場合は、県教育

委員会から、必要書類についてのお知ら

せが送付されます。

全員、「e-Shien（いーしえん）システム」

により「高等学校等就学支援金」の申請

手続を行います。

新入生には４月中旬頃にログインＩＤ・

パスワードの案内が自宅へ届きます。

在校生には学校を通じて案内があります。

ＩＤ・パスワードは、在学中なくさない

よう保管してください。

Q & A

このため、令和８年４月は、新入生・在校生を問わず、全員が申請の上、①～⑦のいずれか

に該当することを申告する必要があります。

※ ①～⑦に該当しない外国籍生徒（令和８年度に入学した留学生を除く）についても、在校生へ

の経過措置や、新入生に対する新たな修学支援により、一定の要件のもとで授業料等の支援を

受けられる場合があります。



高校生等奨学給付金２
教科書費、教材費など授業料以外の教育費を給付する制度です。

手 続 ７月（毎年度、申請手続が必要）

対象者

支給額

〈次のいずれにも該当する者〉

国公立高校等（県外の学校を含む）に在学する生徒の保護者等

保護者等が広島県内に住所を有している

生活保護受給世帯又は保護者等全員の住民税所得割が182,500円未満の世帯

生徒が高等学校等就学支援金等の支給要件を満たしている

◆ 給付回数は、１人の生徒につき年１回、通算３回（定時制・通信制は４回）を上限とします。

 ただし、過去に高校等を中退して再入学した場合などは、最大２回まで追加で受給できる場合があります。

こうこうせいとうしょうがくきゅうふきん

区 分 支給額（年額）

住民税所得割 年収目安 全日制・定時制 通信制

非課税の世帯 270万円未満 143,700 円 50,500 円

105,500円未満の世帯 270～380万円未満 47,900 円 16,830 円

182,500円未満の世帯 380～490万円未満 35,930 円 12,630 円

生活保護受給世帯 32,300 円

○ 申請手続は、保護者がお住まいの都道府県で行います。

生徒が県内の国公立高等学校等に在学する場合でも、保護者が県外にお住まいの場合は、

お住まいの都道府県に申請してください。

○ 「定時制及び通信制課程 修学奨励金」の貸付けを受ける場合は、高校生等奨学給付金を

受給することはできません。

ポイント

給付

７月電子申請

「保護者等全員の住民税

所得割」の額はどこで確認

できますか？

住民税は、マイナポータルのほか、市区

町村役場等で交付される「税額決定通知

書」や「所得課税証明書」等で確認でき

ます。

住民税には均等割と所得割がありますが、

判定には所得割のみを用います。

奨学給付金が決定された場合、

どのように受け取ることが

できますか？

一度、支給を受けたら、

卒業までずっと受給することが

できますか？

申請時に届け出ていただく保護者等名義

の指定口座へ、県教育委員会が振り込み

ます。

ただし、高校等が保護者等に代わって受

領し、学校徴収金等に充てる場合があり

ます。

毎年７月１日時点の課税状況等を確認する

ため、毎年申請が必要です。

そのため、保護者等の収入状況等によっ

ては、今年度は支給対象であっても、翌

年度以降は対象外となる場合もあります。

逆に、翌年度から対象となる場合もあり

ます。

広島県教育委員会

※ 年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生１人（16歳以上）、中学生１人の４人家族の目安

Q & A

令和８年度
から拡充！



学びの変革環境充実奨学金３
生徒用コンピュータを保護者負担で購入等する費用を給付する制度です。

７月（毎年度、申請手続が必要）

〈次のいずれにも該当する者〉

広島県内の国公立高校等※に在学している

※高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）、専修学校高等課程及び高等専門学校（第１学年～第３学年）

学校の指示により生徒用コンピュータを保護者等の負担で購入等している

生活保護受給世帯※１又は保護者等全員の住民税所得割が非課税相当※２の世帯

※１ 生業扶助（高等学校等就学費）を受給している世帯を除く。

※２ 年収の目安は４人家族で給与収入が約270万円未満

◆ 給付回数は、１人の生徒につき年１回、通算３回（定時制・通信制は４回）を上限とします。

まなびのへんかくかんきょうじゅうじつしょうがくきん

手 続

支給額 全課程 25,600円（年額）

機器を購入等しない場合でも、

支給対象となりますか？

他制度から、コンピュータ

購入の支援を受けた場合は、

対象となりますか？

一度、支給を受けたら、

卒業までずっと受給することが

できますか？

年度中途で機器を紛失し、

購入し直した場合は、再度支給

されますか？

申請のときに、

レシート等が必要ですか？

給付

７月電子申請

対象者

「高校生等奨学給付金」と同時に申請※を行います。（令和７年度から）

※ ただし、保護者等が県外に在住している場合は、「奨学給付金」は在住の都道府県に申請し、「学びの変革環

境充実奨学金」のみ広島県（国公立高校等：教育委員会、私立高校等：学事課）に申請してください。

申請時に購入等の有無を確認し、学校の

指示により生徒用コンピュータを保護者

等の負担で購入等している場合に支給し

ます。学校から機器を貸与される場合や、

学校から購入の指示を受ける前から所有

していた機器を使用する場合は、学校の

指示による購入等に当たらないため、支

給対象となりません。

令和７年度から定額給付となったため、

申請の際にレシート等を添付する必要は

ありません。

ただし、保証期間中に故障や修理対応が

必要となる場合もあるため、購入関係書

類は保管しておくことをお勧めします。

毎年７月１日時点の課税状況等を確認す

るため、毎年申請が必要です。

そのため、保護者等の収入状況等によって

は、今年度は支給対象であっても、翌年度

以降は対象外となる場合もあります。

逆に、翌年度から対象となる場合もあり

ます。

「保護者等全員の住民税所得割が

非課税の世帯」とは、

どのような世帯ですか？

保護者等全員の住民税所得割が０円の世帯

が対象です。

住民税は、マイナポータルのほか、市区

町村役場等で交付される「税額決定通知

書」や「所得課税証明書」等で確認でき

ます。

住民税には均等割と所得割がありますが、

判定には所得割のみを用います。

機器等を購入し直した場合でも、支給回

数は生徒１人につき年１回です。

また、年度の途中で転学した場合は、基準日

である７月１日時点に在学していた学校区分

で申請してください。

国公立高校等：広島県教育委員会

私立高校等：広島県学事課

広島県教育委員会

生活保護費のうち生業扶助を受給してい

る場合は、支給対象となりません。

また、対象経費について他の制度から給

付を受けている場合も、原則としてこの

奨学金の対象となりません。

対象になるかどうか不明な場合は、県教

育委員会にお問合せください。

Q & A



高等学校等奨学金４
経済的理由により修学が困難と認められる高校生等を対象に

学資金の一部を貸し付ける制度です。将来、必ず返還する必要があります。

手 続

〈次のいずれにも該当する者〉

国公私立の高校等
※
（県外の学校を含む）に在学する生徒

（予約募集においては、高校等に入学又は進級しようとしている生徒）

※ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）、特別支援学校高等部、専修学校高等課程及び高等専門学校

保護者等が広島県内に住所を有している

学習状況が良好であると認められる生徒

保護者等全員の「課税標準額（課税所得額）×６％－市町村民税の調整控除の額」の

合計額が、304,200円未満※ ※ 年収の目安は４人家族で給与収入が約910万円未満

同種の奨学金等の貸付け等を受けていない生徒

こうとうがっこうとうしょうがくきん

貸付金の種類 貸付額 貸付期間 貸付利息

入学準備金 ５万円、10万円、15万円から選択した金額
在学する
高校等の
修業年限

無利息修学奨学金
（月額）

国公立：自宅 18,000円、自宅外 23,000円

私 立：自宅 30,000円、自宅外 35,000円

対象者

貸付額

高校等入学後に、入学準備金を

申請することはできますか？

高校等を卒業した後、

すぐに返還しなければ

なりませんか？

申し込んで対象となったら、

卒業するまでずっと貸付けを

受けることができますか？

貸付

電子申請

募集区分 貸付金の種類 募集期間 締切 貸付開始

予約募集
（中学校３年生対象）

入学準備金
９月中旬

から
１月中旬

２月以降（高校等への入学前）

修学奨学金 ４月分から（入金は５月以降）
※１回目の入金が「在学募集」より早い。

在学募集
（高校生等対象）

修学奨学金
４月～

12月
毎月
月末

申請月分から
（入金は申請月の３か月後）

◆ 貸付けを受ける場合は、原則県内に住所を有している成年者である保証人２人（うち１人は別生計）が必要です。

入学後はできません。

入学準備金は、高校等入学に必要な資金

の一部を入学前に貸し付ける制度である

ため、中学校３年生のときに申し込む

「予約募集」でのみ申請できます。

入学準備金を希望する場合は、中学校３年

生時の１月中旬までに申請してください。

貸付けの対象となった場合は、次年度以降

の貸付けの継続希望の意思確認を毎年度末

（３月頃）に行います。

貸付けの継続を希望する場合でも、対象者

としての要件を満たさなくなった場合は、

貸付けを打ち切ります。（例：保護者が

県外に転居した、学習状況が良好である

と認められないなど）

奨学金は、卒業後すぐに返還が始まるわけ

ではありません。通常は、卒業してから

６か月を経過した後に返還が始まります。

なお、生徒が大学等へ進学した場合や、

経済的理由により返還が困難となった場

合は、「返還猶予」を申請することがで

きます。

広島県教育委員会

Q & A



手 続 ４月（毎年度、申請手続が必要）

申請書類を学校へ提出します。

〈次のいずれにも該当する者〉

【共通】

年間の就労日数が原則90日以上である生徒

生徒が独立して生計を営む場合は、生徒の年間収入額が279万円以下

生徒が独立して生計を営まない場合は、年間の世帯収入額が所得基準※を満たす世帯

※ 所得基準は家族構成等によって異なります。

各学年において必要な履修又は修得単位数を満たしている生徒

【修学奨励金】

広島県内の公私立高等学校の定時制又は通信制に在学している生徒

就労による年間の収入額が原則46万円以上である生徒

原則４年間で卒業する学習計画を持つ生徒

【教科書給与】

広島県内の公立高等学校の定時制又は通信制に在学している生徒

定時制
公立学校 14,000円

私立学校 29,000円

通信制
公立学校 14,000円

私立学校 14,000円

○ 修学奨励金は無利息の貸付けです。

〇 貸付期間は在学する高等学校の修業年限までです。

〇 高等学校を卒業することにより返還が免除されます。

○ 「高校生等奨学給付金」の給付や「高等学校等奨学金」の貸付けを受ける場合は、

修学奨励金の貸付けを受けることはできません。

ポイント

給付

４月申請

貸付

対象者

支援額

広島県教育委員会

定時制 教科書の購入費用（実費）

通信制
教科書及び学習書の
購入費用（実費）

〈修学奨励金（月額）〉 〈教科書給与〉

定時制及び通信制課程５

定時制・通信制課程に在学する勤労青少年を対象に

学資金の一部を貸し付ける制度及び教科書等の購入費用を給付する制度です。

て い じ せ い お よ び つ う し ん せ い か て い

修学奨励金・教科書給与
しゅうがくしょうれいきん きょうかしょきゅうよ
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